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「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正

について 

 

 

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについては、平成３０年７月１２

日健肝発第０７１２第１号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通

知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い」により示していると

ころであるが、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成３１年４月      

１日より適用することとしたので通知する。    

 

 

 


